
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

知

事

指

定

薬

物

の

指

定

医

薬

安

全

課

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

○

指

定

構

造

計

算

適

合

性

判

定

機

関

の

指

定

建

築

指

導

課

○

構

造

計

算

適

合

性

判

定

を

委

任

し

た

指

定

構

造

〃

計

算

適

合

性

判

定

機

関

【

公

告

】

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

定

款

変

更

の

認

証

の

県

民

生

活

交

通

課

申

請

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

【

人

事

委

員

会

】

○

岡

山

県

が

公

平

委

員

会

の

事

務

を

受

託

し

て

い

人

事

委

員

会

る

地

方

公

共

団

体

の

管

理

職

員

等

の

範

囲

を

定

め

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則
（

県

例

規

集

登

載

）

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

公

職

選

挙

法

等

執

行

規

程

の

一

部

改

正

選

挙

管

理

委

員

会

○

公

職

選

挙

法

事

務

取

扱

規

程

の

一

部

改

正

〃

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

岡

山

県

公

報

令和元年６月１４日 第１２１００号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
八
十
二
号

岡
山
県
危
険
な
薬
物
か
ら
県
民
の
命
と
く
ら
し
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
岡
山
県
条
例
第
十
七

号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う

）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
指
定
薬
物
を
次
の
と
お
り

。

指
定
す
る
。

令
和
元
年
六
月
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

知
事
指
定
薬
物
の
名
称

１

（
通
称

Ｎ

エ
チ
ル

一

（
三

メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン

一

ア
ミ
ン

－
－

－
－

－
－

名

）
及
び
そ
の
塩
類

三

Ｍ
ｅ
Ｏ

Ｐ
Ｃ
Ｅ

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

２

一

（
四

シ
ア
ノ
ブ
チ
ル
）

Ｎ

（
二

フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
パ
ン

二

イ
ル
）

一
Ｈ

ピ
ロ
ロ
［
二
・
三

ｂ
］
ピ
リ
ジ
ン

三

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド

Ｃ
Ｕ
Ｍ
Ｙ
Ｌ

四
Ｃ
Ｎ

－
－

－
－

（
通
称
名

）
及
び
そ
の
塩
類

－

Ｂ
七
Ａ
Ｉ
Ｃ
Ａ

二

指
定
の
理
由

条
例
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
薬
物
に
該
当
し
、
県
内
に
お
い
て
濫
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
た
め

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
元
年
六
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和元年６月１４日　岡山県公報　第１２１００号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
八
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
元
年
六
月
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

馬
形
美
作
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

四
・
五
～

美
作
市
楢
原
下
字
木
田
口
二
八
四
番
五
地
先
か

ら

新

二
六
三
・
三

一
八
・
五

美
作
市
楢
原
下
字
室
口
一
五
四
番
三
地
先
ま
で

四
・
五
～

美
作
市
楢
原
下
字
木
田
口
二
八
四
番
五
地
先
か

ら

旧

二
六
三
・
三

一
五
・
二

美
作
市
楢
原
下
字
室
口
一
五
四
番
三
地
先
ま
で

一

道
路
の
種
類

一
般
国
道

二

路

線

名

四
八
二
号

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

令和元年６月１４日　岡山県公報　第１２１００号



苫
田
郡
鏡
野
町
上
齋
原
字
平
作
原
一
八
七
五
番

新

六
七
五
・
〇

一
四
二
地
先
か
ら

一
四
・
〇
～

苫
田
郡
鏡
野
町
上
齋
原
字
平
作
原
一
八
七
五
番

一
八
七
・
六

七
六
地
先
ま
で

苫
田
郡
鏡
野
町
上
齋
原
字
平
作
原
一
八
七
五
番

旧

六
七
五
・
〇

一
四
二
地
先
か
ら

八
・
六
～

苫
田
郡
鏡
野
町
上
齋
原
字
平
作
原
一
八
七
五
番

四
六
・
〇

七
六
地
先
ま
で

令和元年６月１４日　岡山県公報　第１２１００号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
八
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
元
年
六
月
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

県
道

馬
形
美
作
線

美
作
市
楢
原
下
字
木
田
口
二
八
四
番
五
地
先
か
ら

令
和
元
年
六

美
作
市
楢
原
下
字
室
口
一
五
四
番
三
地
先
ま
で

月
十
四
日

令和元年６月１４日　岡山県公報　第１２１００号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
八
十
五
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定

構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
と
し
て
次
の
者
を
指
定
し
た
。

令
和
元
年
六
月
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
番
号

岡
山
県
知
事
第
八
号

二

名
称

岡
山
県
建
築
住
宅
セ
ン
タ
ー
株
式
会
社

三

住
所

岡
山
市
北
区
蕃
山
町
一
番
二
〇
号

四

業
務
区
域

岡
山
県
全
域

五

指
定
年
月
日

令
和
元
年
五
月
三
十
一
日

六

指
定
の
有
効
期
間

令
和
元
年
六
月
二
日
か
ら
五
年
間

令和元年６月１４日　岡山県公報　第１２１００号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
八
十
六
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
十
八
条
の
二
第
一

。

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
に
構
造
計
算
適
合
性
判
定
を
委
任
す
る
こ

と
と
し
た
。

令
和
元
年
六
月
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

名
称

岡
山
県
建
築
住
宅
セ
ン
タ
ー
株
式
会
社

二

住
所

岡
山
市
北
区
蕃
山
町
一
番
二
〇
号

三

業
務
区
域

岡
山
県
全
域

四

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
蕃
山
町
一
番
二
〇
号

五

指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務

法
第
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
十
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務

六

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
の
開
始
日

令
和
元
年
六
月
二
日

七

構
造
計
算
適
合
性
判
定
を
委
任
し
た
日

令
和
元
年
五
月
三
十
一
日

令和元年６月１４日　岡山県公報　第１２１００号



〔
二
二
七
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

令
和
元
年
六
月
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

令
和
元
年
六
月
六
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ハ
ッ
ピ
ー
ハ
ウ
ス
浅
口

三

代
表
者
の
氏
名

阿
藤

宅
雄

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

浅
口
市
鴨
方
町
地
頭
上
五
六
二
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

、

（

）

（

）（

「

」

。
）

こ
の
法
人
は

精
神
障
が
い
者

児

と
知
的
障
が
い
者

児

以
下

障
が
い
者

と
い
う

に
対
し
就
労
の
場
を
提
供
し
、
障
が
い
の
あ
る
人
達
と
家
族
が
住
み
な
れ
た
地
域
の
中
で
い
き
い
き

と
安
心
し
て
自
立
・
共
生
す
る
こ
と
を
目
指
す
事
業
等
を
行
い
、
地
域
に
障
が
い
者
支
援
活
動
の
理

解
を
求
め
、
社
会
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

変
更
す
る
事
項

会
議
に
関
す
る
事
項
、
そ
の
他
の
事
業
に
関
す
る
事
項
及
び
定
款
の
変
更
に
関
す
る
事
項

令和元年６月１４日　岡山県公報　第１２１００号



〔
二
二
八
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
元
年
六
月
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
岡
谷
字
池
田
一
二
〇
七

一

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
地
頭
片
山
九
〇

一

－

友
野

宏
久

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
七
一
号

令和元年６月１４日　岡山県公報　第１２１００号



◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

岡
山
県
が
公
平
委
員
会
の
事
務
を
受
託
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
六
月
十
四
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

秋

山

義

信

岡
山
県
が
公
平
委
員
会
の
事
務
を
受
託
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定

め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
が
公
平
委
員
会
の
事
務
を
受
託
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る

規
則
（
昭
和
四
十
一
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
高
梁
市
の
部
議
会
事
務
局
の
項
中
「
次
長
」
を
「
局
長
代
理

次
長
」
に
改
め
、
同
部
市
長
部

局
の
項
中
「
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
室
長
」
を
「
放
射
線
室
長

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
室
長
」
に
、

「

長

寿

園

園
長

を

成

羽

川

荘

所
長

」

「

成

羽

長

寿

園

園
長

に
改
め
、
同
表
新
見

」

市
の
部
市
長
部
局
の
項
中
「
特
別
参
与
」
を
「
特
別
参
与

特
命
参
与
」
に
改
め
、
同
表
備
前
市
の
部

市
長
部
局
の
項
中
「
薬
局
長
」
を
「
副
診
療
支
援
部
長

薬
局
長
」
に

「
看
護
部
長
」
を
「
技
士
長

、

士
長

看
護
部
長

副
看
護
部
長
」
に
改
め
、
同
表
真
庭
市
の
部
市
長
部
局
の
項
中
「
統
括
監

課

長
」
を
「
課
長
」
に

「
室
長
」
を
「
室
長

セ
ン
タ
ー
長
」
に

「
主
任
（
総
務
課
に
属
す
る
者
で

、

、

人
事
又
は
給
与
」
を
「
主
任
（
総
務
課
に
属
す
る
者
で
人
事
、
給
与
又
は
争
訟
」
に
改
め
、
同
表
浅
口

市
の
部
市
長
部
局
の
項
中
「
政
策
課
長
補
佐
」
を
「
秘
書
政
策
課
長
補
佐
」
に
改
め
、
同
表
久
米
南
町

の
部
教
育
委
員
会
の
項
中
「
課
長
」
を
「
課
長

課
長
代
理
」
に
改
め
、
同
表
津
山
圏
域
衛
生
処
理
組

合
の
部
衛
生
処
理
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
衛
生
処
理
セ
ン
タ
ー
」
を
「
汚
泥
再
生
処
理
セ
ン
タ
ー
」
に
、

「
場
長
」
を
「
セ
ン
タ
ー
長
」
に
改
め
、
同
表
井
笠
地
区
農
業
共
済
事
務
組
合
の
部
を
削
り
、
同
表
高

梁
地
域
事
務
組
合
の
部
農
業
共
済
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
四
十
三
号

公
職
選
挙
法
等
執
行
規
程
（
平
成
八
年
岡
山
県
選
管
告
示
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。令

和
元
年
六
月
十
四
日

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

藤

原

健

補

様
式
第
四
十
一
号
中

「

」
を

２
文

字
は

す
べ

て
か

い
書

と
す

る
こ

と

。
２

優
先

的
に

当
選

人
と

な
る

べ
き

候
補

者
と

し
て

そ
の

氏
名

及
び

当
選

人
と

な
る

べ
き

順

「

位
が

参
議

院
名

簿
に

記
載

さ
れ

て
い

る
者

で
あ

る
参

議
院

名
簿

登
載

者
の

氏
名

及
び

当
選

人
と

な
る

べ
き

順
位

の
掲

示
を

す
る

場
合

に
お

い
て

は
そ

の
他

の
参

議
院

名
簿

登
載

者
，

に
改

の
氏

名
と

区
分

し
て

優
先

的
に

当
選

人
と

な
る

べ
き

候
補

者
で

あ
る

旨
を

表
示

し
た

上
，

。

で
当

該
そ

の
他

の
参

議
院

名
簿

登
載

者
の

氏
名

の
次

に
掲

載
す

る
こ

と
，

」

３
文

字
は

全
て

楷
書

と
す

る
こ

と

。

め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
四
十
四
号

公
職
選
挙
法
事
務
取
扱
規
程
（
昭
和
五
十
一
年
岡
山
県
選
管
告
示
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
元
年
六
月
十
四
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

藤

原

健

補

「

候
補

者
の

氏
名

及
び

当
選

人
と

な
る

べ
き

順
位

（

）

（

）

（

）

順
位

順
位

順
位

ふ
り

が
な

ふ
り

が
な

ふ
り

が
な

氏
名

氏
名

氏
名

様
式
第
八
十
二
号
の
二
そ
の
二
中

を
」

「

候
補

者
優

先
的

に
当

選
人

と
な

る
べ

き
候

補
者

を
除

く
の

氏
名

（

）。

（

）

（

）

（

）

ふ
り

が
な

ふ
り

が
な

ふ
り

が
な

氏
名

氏
名

氏
名
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に
、
同
様
式
そ
の
六
中

優
先

的
に

当
選

人
と

な
る

べ
き

候
補

者
の

氏
名

及
び

順
位

（

）

（

）

（

）

順
位

順
位

順
位

ふ
り

が
な

ふ
り

が
な

ふ
り

が
な

氏
名

氏
名

氏
名

」

「

（

）

（

）

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称

ふ
り

が
な

一
の

略
称

ふ
り

が
な

（2
0

）

字
以

内

補
充

届
出

に
係

る
候

補
者

の
氏

名

（

）

（

）

ふ
り

が
な

ふ
り

が
な

氏
名

氏
名

を

（

）

当
選

人
と

な
る

べ
き

順
位

補
充

届
出

の
際

現
に

候
補

者
た

る
参

議
院

名
簿

登
載

者
も

含
め

て
記

載
す

る
こ

と

。

（

）

（

）

順
位

順
位

ふ
り

が
な

ふ
り

が
な
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氏
名

氏
名

」

「

（

）

別
紙

（

）

（

）

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称

ふ
り

が
な

一
の

略
称

ふ
り

が
な

（2
0

）

字
以

内

補
充

届
出

に
係

る
候

補
者

の
氏

名
優

先
的

に
当

選
人

と
な

る
べ

き
候

補
者

を
除

く
の

氏
名

（

）。

（

）

（

）

ふ
り

が
な

ふ
り

が
な

氏
名

氏
名

に
改
め
る
。

補
充

届
出

に
係

る
優

先
的

に
当

選
人

と
な

る
べ

き
候

補
者

の
氏

名
及

び
順

位

（

）

補
充

届
出

の
際

現
に

優
先

的
に

当
選

人
と

な
る

べ
き

候
補

者
を

含
む

。

ふ
り

が
な

補
充

届
出

に
ふ

り
が

な
補

充
届

出
に

順
位

順
位

（

）

（

）

氏
名

係
る

候
補

者
氏

名
係

る
候

補
者
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」

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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